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建設業で働くみなさんを応援します 今月号の記事

○編集・発行／一般社団法人北陸建設業協会　　○〒920-0041　石川県金沢市長田本町ホ８番地
○TEL 076（255）2124　 FAX 076（231）6305 ○頒価　１部360円／１年分4,320円　　　　　

①ZEHに関する勉強会開催
②安心Ｒ住宅事業者団体登録制度
施行

②９月新設住宅着工戸数３カ月連
続減少

③マンスリートピックス
④名城を訪ねて〈越前大野城〉
④建築物省エネ法講習会開催

1月号

（１）

建設業で働くみなさんを応援します 第13０号の記事

○編集・発行／一般社団法人北陸建設業協会　　○〒920-0041　石川県金沢市長田本町ホ８番地
○TEL 076（255）2124　 FAX 076（231）6305　　  ○https ://www.hokurikukenkyo.com/

第130号
②全中連模範的な優秀技能者表彰
②石綿特別教育・石綿含有建材調
査者講習開催

③北陸新幹線建設促進石川県民会議
　令和６年度総会
③建設キャリアアップシステムの
運営状況について

④トータルサポートプラン・総合補償制度

入管庁 新制度「育成就労」の概要を解説
　出入国在留管理庁はこのほど、技能実習制度に代わって新たに創設される「育成就労制度」の目的と施行時期、技能実習制度との違い、制
度の基本事項、監理支援・受入れ機関、特定技能制度の見直しなど、現時点での決定事項をまとめました。
　育成就労制度は、人手不足分野における人材の育成・確保を目的として創設されたもので、６月21日に公布された改正出入国管理法に基づ
き、公布から３年以内となる令和９年までに開始されます。今後、法の施行に必要な基本方針や主務省令、産業分野別の運用方針を策定する
予定です。併せて送出国との交渉や二国間の協力覚書の作成、事前申請の受付なども順次進められます。

■技能実習では経過措置も
　経過措置として、施行日までに受け入れが完了している技能実習生については、継続して実習を行うことが可能です。さらに改正法の施行
日までに実習計画の認定申請を行い、施行日から３か月以内に技能実習を開始する者についても受け入れが認められます。
　在留期間については、技能実習では最長５年となっていたところ、育成就労では原則３年に変更されます。この期間内に特定技能１号への
移行に必要な技能の習得や、日本語能力に係る試験の合格を目指すことになります。試験に不合格の場合も最長１年は在留継続が認められま
す。在留資格は本人のみで、原則として家族の帯同は不可となります。過去に２年以上の技能実習を行った外国人については、すでに育成就
労を行ったとみなされ、同制度下で再来日して働くことはできません。
　手続きでは３年間の育成就労計画を作成して認定を受けます。就労開始までに日本語能力試験「A１：CEFR」、「N５：JLPT」の合格、ま
たはそれに相当する日本語講習の受講を求めることとしています。よく使われる日常的表現と基本的な言い回しが理解できること、簡単なや
り取りをすることができることが目安となります。
　就労できる分野は一貫した分野に限られ、「夏は農業、冬は漁業」のように分野をまたぐことは原則として不可となっています。ただし、
季節性のある分野については、派遣元と派遣先が共同で派遣時期を定めて育成就労計画を作成し、認定された場合に限り異なる分野での就労
も可能となります。

■本人意向の転籍認める
　育成就労では、パワーハラスメントや暴力などの人権侵害を受けた場合など、やむを得ない事情がある場合には転籍が認められます。さら
に、①転籍元で従事していた業務と同一の業務区分であること、②転籍元で従事していた期間が１年以上２年以下であること、③技能および
日本語能力が一定水準以上であること、④転籍先の育成就労実施者が適切な要件に適合していることを条件に本人の意向による転籍も認めら
れるとしています。詳細は出入国在留管理庁HP<https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf>育成就労制度の概要をご参照ください。

資料：出入国在留管理庁

施行日前に入国し、施行日時点で
現に技能実習を行っている場合
は、引き続き技能実習を行うこと
ができます。

施行日（令和９年予定）

施行日前に技能実習計画（※①）の認定の申請をしている場合は、
施行日以降に技能実習生として入国できる場合があります。

※①施行日から３か月以内に開始することを内容とする技能実習計画に限

ります。また、技能実習計画は施行日以降に認定される場合があります。

施行日前に既に技能実習を終えて出国している場合は、技能実習生とし
て再度入国することはできません（※②）。

※②技能実習を行っていた期間や職種によっては、育成就労外国人として再度入

国することができる場合があります。

入国

入国

入国申請

出国
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試験のお問合せ先➡

建設業許可票 会員特別価格で販売中
一般販売価格 会員特別価格

詳しくは ㈱Ｃ.Ｔ.Ｓ（076-214-7082）までお問合せください。

屋内掲示用と屋外掲示用の金看板と銀看板をそろえています。
<例>屋内掲示用（金看板・銀看板とも）
・材　質：ステンレス製 　・サイズ：H370ミリ×W520ミリ×D20ミリ
・字　体：丸ゴシック体 　・特　徴：５年毎の更新に対応する印刷シート仕上げ

　５月31日㈮、東京都中央区のロイヤルパークホテルにおいて開催された全国中小建設工事業団体連合会の令和６年度定時社員総会において
「全中連模範的な優秀技能者表彰」が行われ、受賞者２名の所属する団体代表者が代理として上田会長から表彰状を受取りました。
　当協会からは、渡邊俊之様が受賞されました。

全中連模範的な優秀技能者表彰行われる
当会から渡邊俊之氏が受賞

■石綿取扱い作業従事者特別教育
　石綿（アスベスト）を含んだ建築物等の解体・改修工事は「危険または有害な業
務」に指定されており、その作業には特別教育の修了者を就かせることが法律で定
められています。 
　建築物等の解体・改修工事等における石綿障害の予防についてテキストに則して
４時間30分の講習が行われ、石綿の使用状況や有毒性、石綿粉じんの発散を抑制す
る装置、保護具使用上の留意点、関係法令の解説などが行われました。
　講習には、会員・非会員事業所から38人が受講し、講習終了後に修了証が交付さ
れました。

■建築物石綿含有建材調査者講習（一般）
　建築物の解体等の作業を行う時は「建築物石綿含有建材調査者」が事前に石綿等
の使用の有無を調査することが義務付けられています。調査者の資格を取得するに
は建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査（筆記試験）に合格する必要
があります。
　講習には、会員・非会員事業所から７人が受講しました。
　１日目は建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識や石綿含有建材について、演
習を交えながら講義が行われました。
　２日目は現地調査の留意点、建築物石綿含有建材調査報告書の作成などを学び、
講習の終了後に90分の修了考査が行われました。

　当協会では、これまでの石綿関連の講習に加えて、令和６年度からは足場の組立
等従事者特別教育とフルハーネス型墜落制止用器具特別教育、職長・安全衛生責任
者教育など労務安全と安全衛生教育に関する講習会を開催します。

　全国中小建設工事業団体連合会主催、北陸建設業協会と建設人材支援機構共催による石綿取扱い作業従事者特別教育が６月19日㈬、建築物
石綿含有建材調査者講習（一般）が６月24日㈪～25日㈫の２日間にかけて開催されました。

石綿特別教育・石綿含有建材調査者講習開催

建築物石綿含有建材調査者講習
（金沢勤労者プラザ）

石綿取扱い作業従事者特別講習会
（石川県地場産業振興センター）

■模範的な優秀技能者表彰の目的
 長年にわたり建設工事業に携わり、技能向上、無事故施工、後進の指導・育成等に積極的に貢献された方を表彰し、技能者各位の地位の向
上を目指すことを目的とする。

■模範的な優秀技能者表彰の基準
　①技能士、施工管理技士または建築士を有している。
　②建設技能者として20年以上の実務経験を有する。
　③人物的に優れており、他の模範と認められる。
　以上の各号すべてを満たすもの。
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北陸新幹線建設促進石川県民会議 令和６年度総会
米原ルートを含め再検討を決議

2024年７月末時点で、事業者は271,752社（一人親方除く179,292社）、技能者は1,486,672人が登録されています。
北陸３県の事業者と技能者の登録数は以下のとおりです。

建設キャリアアップシステムの運営状況について

事業者数 一人親方除く 一人親方
富　山　県 2,022 1,516 　506
石　川　県 2,879 1,767 1,112
福　井　県 1,691 1,260 　431

（単位：社）
◇事業者登録

技能者数
富　山　県 12,347
石　川　県 14,660
福　井　県 10,405

（単位：人）
◇技能者登録

　北陸新幹線建設促進石川県民会議の令和６年度総会
が７月26日㈮、金沢市の石川県地場産業振興センター
本館大ホールで関係者400人が出席して開かれました。
　総会には名誉会長の馳浩知事、安宅建樹会長、地元
選出の国会議員、県内自治体の首長、北陸経済連合会長、
関西経済連合会リニア・北陸新幹線専門委員長らが出
席し、国に対して以前ルート候補の一つとしていた米
原経由を改めて含めた全線整備に向けての方策検討な
どを要望する決議を採択しました。
　冒頭に挨拶した馳名誉会長は「今年悲願の県内全線開
業を実現できたが、北陸新幹線は大阪までつながって
こそ。小浜・京都ルートに決定してから７年経つ。す
みやかに日程や公費などの数字を明らかにする必要が
ある」と述べました。続いて挨拶した安宅会長は「資
材や人件費の高騰などが起きているが説明がない。北
陸新幹線は地域経済の起爆剤として今後の効果を期待するが、敦賀以西は未だに先の見えない状況だ。与党には全力での取り組みをお願いし
たい」と呼びかけました。
　決議では、小浜・京都ルート決定以来７年余が経過し、着工の前提条件に変化が生じることが見込まれる中、着工に向けた具体的な数字を
早急に示した上で2016年に候補の一つであった米原ルートも含め一日も早い全線整備に向けた方策の検討と、並行在来線の安定的な経営に向
けた支援施策の充実、事業推進における十分な財源の確保などを求めました。

・建設キャリアアップシステムの事業者登録の有効期限は登録日から５年を経過した月の月末です。
・初期に登録された事業者から順次更新時期を迎えています。
・建設キャリアアップシステムは技能者の処遇改善等につなげるための業界共通の制度インフラとして、今後ますます活用が期待されるシス
　テムです。

― 予防接種費用の補助 ― ― 健診料の補助 ― ― 保養施設利用補助 ―
★インフルエンザ
★肺炎球菌感染症（65歳・70歳）
★帯状疱疹（50歳以上）
　１人2,500円を限度に実費補助（年度中１回）
　ただし、インフルエンザは12歳以下の方が
　２回接種した場合は、5,000円を限度に実費補助

入院給付金 ※連続４日以上入院した場合１日目から５年間で90日間まで支給 ※加入して３ケ月後から支給対象

180

※産前30日/産後60日まで最高90日間支給 ※加入して３ケ月後から支給対象

建設国保は全国の大工、とび、鉄筋、土木、造園、塗装、内装仕上、板金、電気など建設工事業に
従事している方が集まり設立した公的医療保険制度の一翼を担う公法人の国民健康保険組合です。
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選べる３つのサポート

施主さん・元請さんに迷惑をかけないための全中連トータルサポートプラン
　建設工事28業種が加入できる「全中連トータルサポートプラン」は、現場において発生する様々な事故・災害への補償を行うとともに、経
営の安定をサポートする保険です。連合会ならではのスケールメリットを適用した割安な保険料となっていますので、様々なリスク回避と事
業の安定を図る上でも必要な補償制度として全国の会員事業者に広く利用されています。

基 本 補 償
工事中の事故（資材の落下で通行人がケガをした、誤って壁に穴をあけてしまった等）のみならず、引き渡し後
の事故（家の壁が崩れて隣家を損壊した、配管の施工不良による水漏れで家具が汚損した等）や、現場の資材置
場に子供が立ち入ってケガをした等について補償します。

自 動 補 償 「支給財物の損壊に対する補償」と「作業対象物の損壊に対する補償」が自動セットされています。

保 険 金 額 １事故あたりの支払限度額は、「１億円」または「３億円」の２プラン（自己負担額３万円）

オプション 「リース・レンタル財物損害補償」と「生産物・仕事の目的物の損壊に対する補償」が追加できます。

第三者賠償補償サポート　<請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・施設所有管理者賠償責任保険>

工事補償サポート　<１年間の全ての工事をまとめて補償>

傷害補償サポート　<事業者用プランと一人親方用プランがあります>

●火災・台風・作業ミス等（自然災害・人的災害）、偶然な事故により工事対象物等に生じた損害を幅広く補償します。
　例：強風で足場が崩れて建設中の建物のガラスを破損した。溶接の火花が燃え移り壁体を残して全焼した　等
●工事現場における荷卸し開始から引渡しまでの不測かつ突発的な事故による損害を補償します。
●工事の目的物、目的物に付随する仮工事の目的物、配線・配管・設備等の工事用仮設物、工事用仮設建物及び収容されている什器・
備品・工事用材料・工事用仮設材について補償します。

●工事用材料・工事用仮設材は資材置場等から工事現場までのお客様による搬送中も補償します。

●業務中にケガ等を被った場合、貴社が災害補償規程等に基づいて支出する補償金や臨時に発生する費用に対して政府労災の認定に
関係なくお支払いします。

①事業者用プラン：役員・個人事業主・正規従業員・臨時雇従業員（アルバイト）・下請負人及びその構成員（派遣社員は含みません）、
親族が従業員の場合も含みます。※経営審査事項（W1）で15ポイントの加点が可能です。

②一人親方用プラン：一人親方の事業者、正規従業員が同居の親族のみの事業者、事業者用プランの対象とならない方。

ケガ休業・病気入院をカバーする 全中連総合補償制度

お申込み・資料請求等のお問合せは、（一社）北陸建設業協会（TEL 076-255-2124）までご連絡ください。

告知（医師の診断）不要で加入できる<病気入院プラン>

ケガによる休業を24時間補償（仕事中・プライベート・地震によるケガ等も）する<ケガ休業プラン>

　ケガによる休業や病気による入院から事業所経営を守る全中連総合補償制度は、事業主・役員・従業員の皆さんが入るグループ傷害保
険で、団体契約ならではのスケールメリットを適用した割安な掛金になっていますので、事業所の福利厚生にご活用ください。

■補償概要
事故によるケガが原因で事故日を含めて180日以内、かつ、保険期間内に就業不能になった場合に以下の保険金をお支払いします。
①休 業 療 養 保 険 金：就業不能開始日から30日を限度に日額をお支払い
②手 術 療 養 保 険 金：休業療養保険金が支払われる場合で、１事故につき１回お支払い
③入 院 療 養 一 時 金：休業療養保険金が支払われる場合で、１泊２日以上の入院日数が通算８日以上になった時にお支払い
④長期休業療養一時金：休業療養保険金が支払われる場合で、30日間連続して就業不可で31日目も就業不能が継続している時にお支払い
⑤死　亡　保　険　金：事故によるケガが原因で、事故日を含めて180日以内に亡くなられた時にお支払い
⑥後 遺 障 害 保 険 金：事故によるケガが原因で、事故日を含めて180日以内に身体に障害が残った時に障害の程度に応じてお支払い
　※フルタイム補償特約により、業務中及び業務中以外（日常生活・休暇）のケガも補償します。
　※地震・噴火・津波危険補償特約：地震や噴火、津波が原因でケガをしたときも保険金をお支払いします。
　※有毒ガス・有毒物質による急性中毒・細菌性食中毒・ウイルス性食中毒についても保険金をお支払いします。

■補償概要
病気の治療のために１泊２日以上継続して入院したとき、30日を限度に日額をお支払い
　・業務による症状補償特約により、業務に起因して生じた症状（熱射病・日射病等）も保険金をお支払いします。
　・新型コロナウイルス感染症による入院も保険金をお支払いします。

■掛金について
　・「建設作業の方」と「事務・営業の方」の２種類をご用意しています。
　・毎月払いと年払い（約９％安くなっています）があります。

■申込みについて
　・ケガ休業プランは１名以上、ケガ休業+病気入院プランについては２名以上の加入が必要です（事業所全員の加入が必要です）。
　・ケガ休業プランは80歳までの方が加入できます。ケガ休業プラン＋病気入院プランは69歳までの方が加入できます。

事業所の福利厚生として
充実補償の“ケガ休業＋病気入院プラン”を

ご検討ください
病気入院プランのみの加入はできません


